
建建築築基基準準法法第第４４２２条条第第２２項項のの規規定定にによよるる道道路路のの境境界界明明確確化化にに関関すするる基基準準  

――  第第５５条条「「境境界界のの明明確確化化」」のの考考ええ方方  ――  
 
１. 土地に定着する構造物の設置方法（第１～３号） 

原則として、縁石（第１号）及び側溝（第２号）は敷地外（道路部分）、塀（第３号）は敷地内

に設置すること。 

 

敷
地
外
（
道
路
部
分
）   

敷
地
内 

 

 

 

２. 「後退用地等の舗装整備が見込まれる場合」の考え方（第４号） 

八尾市小規模要綱協議申出に係る道路後退指導基準※における「後退用地等舗装起工承諾書」が

八尾市長に提出がされた場合。 

※ みなし道路が市道等の場合、建築主等から後退用地等舗装起工承諾書により申し出が

されれば、八尾市が予算の範囲内において、後退用地等の舗装整備を行う制度。（詳

細は、審査指導課に問い合わせ下さい） 

 

３. 「その他市長が認める方法」の考え方（第５号） 

第１号から第４号までの方法によることなく、境界の明確化が可能であり、かつ法第４４条第１

項の制限に適合するように維持管理できる状況である場合。（第５号を適用される場合は、必ず

八尾市へご相談下さい。） 

 

 

【問い合わせ】 八尾市 建築部 審査指導課 

ＴＥＬ：０７２－９２４－８５４４（直通） 

ＦＡＸ：０７２－９２３－２９３１ 
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例（既設側溝） 境界線が既設側溝の中にあるが、周辺の

状況から判断して法第４４条第１項の制

限が担保される場合、新たに側溝を設置

する必要はない。 
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